
 

平成26年５月14日 

各  位 

会 社 名 株式会社ノア 

代表者名 取締役社長 脇沢 光義 

（コード番号 3383   名証ｾﾝﾄﾚｯｸｽ） 

問合せ先 取締役管理本部長 奈良 正敏 

（ＴＥＬ 03－5651－8100） 

新株予約権の強制行使について 

当社その他の関係会社であるNR投資事業組合に付与されております新株予約権20,000株の行使条

件に関し、本日強制取得条件判定水準を下回ったため、今後の見通しについてお知らせいたします。 

記 

１．新株予約権等の状況 

平成23年６月29日臨時株主総会決議 

区分 
本日現在 

（平成26年５月14日） 

新株予約権の数 20,000個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 20,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 2,450円 

新株予約権の行使期間 
自平成24年１月１日 
至平成28年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額 

発行価額      1,225円 
資本組入額    1,225円 

新株予約権の行使の条件 ２.行使の条件参照 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の第三者に対する
譲渡は、当社取締役会の承認
を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

 

  



 

２．行使の条件 

新株予約権は下記強制取得条件が付されております。 

新株予約権者は、当社株式が①に定める「強制取得条件判定期間」の間、市場価格の終値において一度

でも②に定める「強制取得条件判定水準」を下回った場合、③に定める「強制取得条件価格」により新株

予約権者に割当られた新株予約権を行使し、目的となる普通株式のすべてを買取らなければならない。但

し、行使価額が調整された場合は当該調整に従い、②乃至③の価額も当該調整を反映した価額とするもの

とする。また、新株予約権者が強制取得を行う場合、強制取得条件価格の総額の払込期日は、当該強制取

得を行うことが確定した日の1ヶ月後までとする。但し、当社新株予約権者と当社が事前に同意する場合

は、当該期日を変更することができる。 

① 強制取得条件判定期間は、平成24年1月1日から平成28年6月30日までの期間とする。 

② 強制取得条件判定水準 行使価額に0.33を乗じた額（小数点未満は切り上げる）とする。 

③ 強制取得条件価格 ②を算定する基となる行使価額とする。 

 

３．強制行使条件判定水準への該当 

本日の株式市場における当社株式終値は793円となり、強制行使判定水準額となる809円（行使時の払込

金額2,450円に0.33を乗じた額）を下回ったことにより、本新株予約権の強制行使条件が満たされました。

従いまして、NR投資事業組合より行使請求を受ける予定です。 

 

４．強制行使による払込期限及び払込予定金額、１株あたりの引受金額と株数 

払込期限 平成26年６月13日（金）

払込予定金額 49,000,000円

１株あたりの引受金額 2,450円

株数 20,000株

 

５．行使前後の株式等の状況 

（１）発行済み株式総数、資本金等 

 行使前

（平成26年５月14日現在）

行使後 

（予定） 

発行済み株式数 

普通株式 
106,956 126,956 

資本金（千円） 211,548 236,048 

資本準備金（千円） 205,448 229,948 

 

  



 

（２）大株主の状況 

 
平成25年12月31日

時点の所有株式数

（株）

発行済み株式総数に

対する所有株式数の

割合（％）

新株予約権行使後の

所有株式数（株） 

（予定） 

新株予約権行使後の

発行済み株式総数に

対する所有株式数の

割合（％）

ＮＲ投資事業組合 47,057 43.99 67,057 52.81 

株式会社デジアイズ 6,185 5.78 6,185 4.87 

溝邉 乃利雄 5,120 4.78 5,120 4.03 

渡邊 豊 2,423 2.26 2,423 1.90 

株式会社テラオカ 2,050 1.91 2,050 1.61 

前野 兼一 2,014 1.88 2,014 1.58 

長沢 力 1,915 1.79 1,915 1.50 

隅岡 洋成 1,650 1.54 1,650 1.30 

西堀 雄次 1,292 1.20 1,292 1.01 

酒井 哲史 1,269 1.18 1,269 1.00 

計 70,975 66.35 90,975 71.65 

平成25年12月31日付株主名簿との比較になります。 

 

 

６．今後の見通しについて 

本新株予約権が正式に行使された場合、NR投資事業組合の所有株式数の割合は50％を超えることになり、

親会社として認定されます。また、本新株予約権の行使により債務超過額は少なからず改善はされますが、

債務超過の解消には至っておりません。当社といたしましては、引き続き、LED照明機器販売事業の拡販、

新たな環境関連商材の販売、及び新規事業の開発といった重点課題に引き続いて取り組み、販売力の増強と

コストの削減による収益力の向上を図ってまいります。 

 

 

以  上 


